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議案第５７号

取手市保育所設置条例及び取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例について

取手市保育所設置条例（昭和３４年条例第２３号）及び取手市地域子育て支援セン

ターの設置及び管理に関する条例（平成１３年条例第１３号）の一部を別紙のとおり

改正する。

平成２９年１２月１日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市立吉田保育所及び取手市立舟山保育所を統合し，取手市立井野なないろ保育

所を新設するとともに，取手市立東部地域子育て支援センターに代わり取手市立井野

なないろ地域子育て支援センターを新設するため，本条例の一部を改正するものです。
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取手市保育所設置条例及び取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例

（取手市保育所設置条例の一部改正）

第１条 取手市保育所設置条例（昭和３４年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。

（取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第２条 取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例（平成１３年条

例第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。

改正後 改正前

別表(第 2条関係) 別表(第 2条関係)

名称 位置

取手市立永山保育所 (略)

取手市立白山保育所の

項から取手市立久賀保

育所の項まで

(略)

取手市立井野なないろ

保育所

取手市井野三

丁目 15 番 1号

名称 位置

取手市立永山保育所 (略)

取手市立吉田保育所 取手市青柳 413

番地 2

取手市立舟山保育所 取手市井野団

地 3番 10 号

取手市立白山保育所の

項から取手市立久賀保

育所の項まで

(略)

改正後 改正前

別表(第 2条関係) 別表(第 2条関係)

名称 位置

取手市立白山地域子育て

支援センターの項から取

手市立藤代地域子育て支

援センターの項まで

(略)

取手市立井野なないろ地

域子育て支援センター

取手市井野三

丁目15番1号

名称 位置

取手市立白山地域子育て

支援センターの項から取

手市立藤代地域子育て支

援センターの項まで

(略)

取手市立東部地域子育て

支援センター

取手市青柳

419 番地
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付 則

この条例は，公布の日から起算して３年を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。


